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な
ど
、
よ
り
簡
単
・
便
利
に
な
り
ま
し
た
。

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」で
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
な
く
て

も
パ
ソ
コ
ン
で
所
得
税
や
消
費
税
、
贈
与

税
の
申
告
書
や
青
色
申
告

決
算
書
・
収
支
内
訳
書
を

作
成
し
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で

提
出
で
き
ま
す
。

■
大
和
税
務
署
の
申
告
書
作
成
会
場
で
申
告

と　

き
▼
３
月
15
日（
火
）ま
で
の
午
前
8

時
30
分
〜
午
後
4
時（
土
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く（
２
月
20
日（
日
）・
27
日（
日
）

は
受
け
付
け
）、
提
出
の
み
の
場
合
は
午

後
5
時
ま
で
、
相
談
時
間
は
午
前
9
時

〜
午
後
5
時
）

と
こ
ろ
▼
大
和
税
務
署（
中
央
５-

14-

22
）。

※
確
定
申
告
書
作
成
会
場

の
入
場
に
は
、
入
場
整

理
券
が
必
要
で
す（
当

国税庁LINE スマホ申告（国税庁）

問
市
役
所
市
民
税
課
個
人
市
民
税
第

1
・
2
係
☎（
２
６
０
）５
２
３
２
〜
４

（
２
６
４
）６
０
９
３

問
市
役
所
総
合
政
策
課
総
合
政
策
係

☎（
２
６
０
）５
３
０
４

（
２
６
１
）

４
５
９
２

　

令
和
３
年
分
の
所
得
税
・
贈
与
税
・
消

費
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
、
納
付
に
つ

い
て
は
次
の
と
お
り
で
す
。

申
告
書
の
提
出
、
納
付
期
限
▼
所
得
税（
復

興
特
別
所
得
税
を
含
む
）、
贈
与
税
は
３

月
15
日（
火
）ま
で
、
個
人
事
業
主
の
消

費
税
は
３
月
31
日（
木
）ま
で
。

※
確
定
申
告
書
や
市
・
県
民
税
申
告
書
提

出
の
際
に
は
、
毎
回
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

記
載
す
る
と
と
も
に
、
本
人
確
認
書
類

の
提
示
ま
た
は
写
し
を
添
付
し
て
く
だ

さ
い
。

※
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に「
タ
ッ
ク
ス
ア

ン
サ
ー（
国
税
に
関
す
る
よ
く
あ
る
質
問

と
回
答
）」「
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト（
質
問
を

入
力
す
る
と
Ａ
Ｉ
が
自
動
回
答
）」が
あ

り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
ス
マ
ホ
で
申
告

　

給
与
所
得
や
雑
所
得
、
一
時
所
得
の
ほ

か
寄
附
金
控
除
や
医
療
費
控
除
を
受
け
る

場
合
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
電

子
申
告
ｅイ

ー

タ

ッ

ク

ス

-

Ｔ
ａ
ｘ
用
の
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー

ド
と
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
あ
れ
ば
、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」で
簡
単
に
申
告
で
き
ま
す
。

　

特
に
令
和
３
年
分
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
カ
メ
ラ
で
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

を
撮
影
す
る
と
支
払
金
額
な
ど
が
自
動
で

入
力
さ
れ
る
ほ
か
、
上
場
株
式
等
の
譲
渡

所
得
等
・
配
当
所
得
等
の
入
力
が
で
き
る

日
会
場
で
配
布
す
る
ほ
か
、
Ｌラ

イ

ン

Ｉ
Ｎ
Ｅ

ア
プ
リ
で
事
前
入
手
可（
国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
を
友
だ
ち
追
加
））。

問
大
和
税
務
署
☎（
２
６
２
）９
４
１
１

（
代
）

市
役
所
で
も
一
部
の
確
定
申
告
の

相
談
と
作
成
が
で
き
ま
す

対　

象
▼
収
入
が
公
的
年
金
の
み
の
人
、

ま
た
は
公
的
年
金
と
給
与
収
入
の
み
の

人
申
し
込
み
▼
要
予
約
。

※
詳
し
く
は
や
ま
と
ニ
ュ
ー
ス
1
月
17
日

発
行
号
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

■
市
役
所
で
で
き
な
い
確
定
申
告（
大
和
税

務
署
へ
）

・・
給
与
所
得
の
み
の
人
の
申
告

・・
事
業
、
不
動
産
、
配
当
、
一
時
、
雑（
公

的
年
金
等
を
除
く
）、
譲
渡
な
ど
の
申
告

・・
源
泉
徴
収
票
が
な
い
人
の
申
告

・・
退
職
所
得
が
あ
る
人
の
申
告

・・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
申
告

・・
亡
く
な
っ
た
親
族
の
準
確
定
申
告

・・
所
得
税
以
外
の
国
税
の
申
告
な
ど
。

市
・
県
民
税（
住
民
税
）の
申
告
も

忘
れ
ず
に

　

今
年
1
月
1
日
現
在
、
大
和
市
内
に
住

所
が
あ
っ
た
人
は
、
収
入
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
3
月
15
日（
火
）ま
で
に
市
役
所

で
市
・
県
民
税
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い

（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
申
告

不
要
で
す
／
①
所
得
税
の
確
定
申
告（
還
付

申
告
を
含
む
）を
し
た
、
②
前
年
中
の
収
入

が
給
与
の
み
で
、
年
末
調
整
済
み
の
給
与

支
払
報
告
書
が
勤
務
先
か
ら
市
に
提
出
さ

れ
て
い
る
、
③
前
年
中
の
収
入
が
４
０
０

万
円
以
下
の
公
的
年
金
の
み
で
、
源
泉
徴

収
票
の
控
除
内
容
に
変
更
や
追
加
が
な
い
、

④
同
居
し
て
い
る
同
じ
世
帯
の
人
の
年
末

調
整
や
確
定
申
告
で
扶
養
親
族
に
な
っ
て

い
る
）。

　

市
・
県
民
税
の
申
告
は
、
保
育
所
入
所

や
公
営
住
宅
入
居
な
ど
の
申
し
込
み
の
ほ

か
、
児
童
手
当
な
ど
各
種
手
当
の
支
給
や

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
判
定
、
国
民
健

康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

介
護
保
険
料
の
算
定
な
ど
、各
種
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
基
礎
資
料
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
防
止
の
た
め
、
申
告
書
は
で
き
る
だ
け

郵
送
で
の
提
出
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
申

告
会
場
で
提
出
さ
れ
る
際
は
、
申
告
者
本

人
の
み
な
ど
少
人
数
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

相模鉄道本線

大和警察署

JAさがみ

至
鶴
間

至相模大塚
相模鉄道本線

大和警察署

至横浜至瀬谷

至
藤
沢

至
桜
ヶ
丘

大
和
駅

〒242-8567
大和税務署
中央5-14-22

小
田
急
江
ノ
島
線

小
田
急
江
ノ
島
線

※車での来場はご遠慮ください。

所
得
税
・
贈
与
税
・
消
費
税
の
確
定
申
告
と
市
・
県
民
税
の
申
告
は
お
早
め
に

事
業
内
容
▼
平
和
映
画
上
映
会
、
ピ
ー
ス

リ
ン
グ
バ
ス
ツ
ア
ー
、
平
和
を
見
つ
め

る
パ
ネ
ル
展
、
戦
争
体
験
を
聞
く
会
な

ど
の
事
業
の
企
画
・
運
営

任　

期
▼
4
月
1
日
〜
令
和
7
年
3
月
31

日（
年
５
回
程
度
の
会
議
と
事
業
を
予
定
）

対
象
／
定
員
▼
18
歳
以
上
の
市
内
在
住
・

在
勤
・
在
学
者
／
3
人
以
内（
定
員
を
超

え
た
場
合
は
抽
選
）

申
し
込
み
▼
3
月
23
日（
水
）ま
で
に
、
応

募
用
紙
を
直
接
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
郵

送
で
〒
２
４
２-

８
６
０
１
市
役
所
国

際
・
男
女
共
同
参
画
課
へ
。

※
応
募
用
紙
は
同
課
で
配
布
す
る
ほ
か
、

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
も
で
き
ま
す
。

大
和
市
平
和
都
市
推
進
事
業

実
行
委
員
会
の
委
員
を
募
集

大
和
市
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
の

改
訂
案
に
ご
意
見
を

　

市
は
、「
大
和
市
公
共
施
設
等
総
合
管
理

計
画
」（
計
画
期
間

：

Ｈ
28
〜
Ｒ
7
）の
一
部

改
訂
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
の
た
び
同
計

画
案
に
対
す
る
皆
さ
ん
の
意
見
を
募
集
し

ま
す
。

提
出
方
法
▼
3
月
2
日（
水
）（
必
着
）ま
で

に
、
任
意
の
書
式
に
意
見
、
住
所
、
氏

名
を
記
載
し
、
直
接
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た

は
郵
送
で
〒
２
４
２-

８
６
０
１
市
役
所

総
合
政
策
課
へ
。
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
可（
電
話
や
口
頭
は
不
可
）。

※
同
案
は
、市
役
所
同
課
・
情
報
公
開
コ
ー

ナ
ー
、
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
各
分
室
・

連
絡
所
、各
学
習
セ
ン
タ
ー
、各
図
書
館
、

各
コ
ミ
セ
ン
の
ほ
か
、市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
も
閲
覧
で
き
ま
す
。

※
寄
せ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
と
そ
れ
に
対

す
る
市
の
考
え
方
は
、市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
で
公
表
す
る
予
定
で
す（
個
々
の

意
見
に
は
直
接
回
答
し
ま
せ
ん
）。

問
市
役
所
国
際
・
男
女
共
同
参
画
課
国

際
・
男
女
共
同
参
画
係
☎（
２
６
０
）５

１
６
４
（
２
６
３
）２
０
８
０

大
和
市
環
境
審
議
会
の
委
員
を
募
集

　

環
境
保
全
や
、
よ
り
よ
い
環
境
の
創
造

に
向
け
、
基
本
的
な
取
り
組
み
や
一
般
廃

棄
物
の
減
量
な
ど
に
関
し
て
調
査
・
審
議

す
る
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

任　

期
▼
５
月
18
日
〜
令
和
6
年
５
月
17

日（
年
4
〜
5
回
の
会
議
を
予
定
）

対
象
／
定
員
▼
５
月
18
日
現
在
、
市
の
ほ

か
の
審
議
会
な
ど
の
公
募
委
員
で
な
い

市
内
在
住
者
／
４
人

報　

酬
▼
会
議
１
回
に
つ
き
８
，
９
０
０
円

選
考
方
法
▼
書
類
審
査

申
し
込
み
▼
３
月
3
日（
木
）（
必
着
）ま
で

に
応
募
用
紙
と「
大
和
市
の
環
境
」を

テ
ー
マ
に
８
０
０
字
程
度
に
ま
と
め
た

小
論
文（
任
意
の
書
式
）を
直
接
、
フ
ァ

ク
ス
ま
た
は
郵
送
で
〒
２
４
２-

８
６
０

１
市
役
所
環
境
総
務
課
へ
。
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
可
。

※
応
募
用
紙
は
同
課
で
配
布
す
る
ほ
か
、

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
も
で
き
ま
す
。

※
選
考
結
果
は
応
募
者
全
員
に
通
知
し
、

選
出
さ
れ
た
委
員
の
氏
名
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
公
表
し
ま
す
。

問
市
役
所
環
境
総
務
課
政
策
調
整
係

☎（
２
６
０
）５
４
９
２

（
２
６
０
）

６
２
８
１

公
認
心
理
師
に
よ
る

介
護
者
交
流
会
・
個
別
相
談
会
を
開
催

　

①
認
知
症
の
人
の
介
護
に
つ
い
て
語
り

合
う
介
護
者
交
流
会
、
②
認
知
症
の
人
を

介
護
す
る
家
族
の
た
め
の
相
談
会
を
開
催

し
ま
す
。

と　

き
▼
①
3
月
15
日（
火
）午
後
1
時
30

分
〜
3
時
30
分
・
②
22
日（
火
）午
後
1

時
30
分
〜
・
午
後
2
時
30
分
〜
・
午
後

3
時
30
分
〜（
い
ず
れ
も
40
分
）

と
こ
ろ
▼
①
シ
リ
ウ
ス
6
階
生
涯
学
習
セ

ン
タ
ー
、
②
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

対　

象
▼
認
知
症
の
人
を
介
護
す
る
家
族

な
ど（
本
人
ま
た
は
家
族
の
ど
ち
ら
か
が

市
内
在
住
者
）

定　

員
▼
①
10
人
、
②
各
回
1
人

申
し
込
み
▼
電
話
で
人
生
１
０
０
年
推
進

課
へ
。

問
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
人
生
１
０
０
年

推
進
課
認
知
症
施
策
推
進
係
☎（
２
６

０
）５
６
１
２
（
２
６
２
）０
９
９
９




